
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

放
送
同
時
配
信
等
に
お
け
る
著
作
物
等
の
利
用
円
滑
化
の
た
め
の
措
置
等

一

定
義
に
つ
い
て

１

放
送
同
時
配
信
等
の
定
義
を
、
放
送
番
組
等
の
自
動
公
衆
送
信
の
う
ち
、
放
送
等
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
一
週
間
以
内

（
当
該
放
送
等
の
間
隔
が
一
週
間
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
一
月
以
内
で
そ
の
間
隔
に
応
じ
た
期
間
内
）
に

行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
放
送
番
組
等
の
内
容
を
変
更
し
な
い
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
デ
ジ
タ
ル
方
式

の
複
製
を
防
止
し
、
又
は
抑
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
等
の
要
件
を
備
え
る
も
の
と

す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
一
項
第
九
号
の
七
関
係
）

２

放
送
同
時
配
信
等
事
業
者
の
定
義
を
、
人
的
関
係
又
は
資
本
関
係
に
お
い
て
密
接
な
関
係
を
有
す
る
放
送
事
業
者
等

か
ら
放
送
番
組
等
の
供
給
を
受
け
て
放
送
同
時
配
信
等
を
業
と
し
て
行
う
事
業
者
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
一
項
第
九
号
の
八
関
係
）

二

権
利
制
限
規
定
の
対
象
を
拡
充
し
、
学
校
教
育
番
組
等
の
放
送
同
時
配
信
等
に
お
い
て
、
著
作
物
等
を
利
用
で
き
る
こ

と
と
す
る
こ
と
。



（
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
八
条
第
三
項
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
四
条
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で
、
第
九
十
三
条
第
一
項
関
係
）

三

著
作
物
の
放
送
等
及
び
放
送
同
時
配
信
等
に
つ
い
て
許
諾
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
が
、
特
定
放
送
事
業
者
等
（
放
送

事
業
者
等
の
う
ち
放
送
同
時
配
信
等
を
業
と
し
て
行
い
、
か
つ
、
そ
の
事
実
を
周
知
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
放
送
同
時

配
信
等
の
実
施
状
況
に
関
す
る
情
報
を
公
表
し
て
い
る
も
の
等
）
に
対
し
、
放
送
番
組
等
に
お
け
る
著
作
物
の
利
用
の
許

諾
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
許
諾
に
際
し
て
別
段
の
意
思
表
示
を
し
た
場
合
を
除
き
、
当
該
許
諾
に
は
当
該
著
作
物
の

放
送
同
時
配
信
等
の
許
諾
を
含
む
も
の
と
推
定
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
十
三
条
第
五
項
関
係
）

四

放
送
事
業
者
等
は
、
放
送
同
時
配
信
等
の
許
諾
に
つ
い
て
著
作
権
者
と
の
協
議
が
成
立
せ
ず
、
又
は
協
議
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
は
、
文
化
庁
長
官
の
裁
定
を
受
け
、
補
償
金
を
著
作
権
者
に
支
払
っ
て
そ
の
著
作
物
に
つ
い
て
放
送
同
時

配
信
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
十
八
条
第
一
項
関
係
）

五

放
送
同
時
配
信
等
に
お
け
る
実
演
の
利
用
円
滑
化

１

第
九
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
権
利
（
放
送
同
時
配
信
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
者
（
特
定
実

演
家
）
が
放
送
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
実
演
の
放
送
同
時
配
信
等
の
許
諾
を
行
っ
た
と
き
は
、
契
約
に
別
段
の
定
め
が



な
い
限
り
、
当
該
許
諾
を
得
た
実
演
（
著
作
権
等
管
理
事
業
者
に
よ
る
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
又
は
円
滑
な
許
諾

を
得
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
公
表
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
許
諾
に
係
る
放
送
同
時
配

信
等
の
ほ
か
、
当
該
許
諾
を
得
た
放
送
事
業
者
が
当
該
実
演
に
つ
い
て
第
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た

録
音
物
若
し
く
は
録
画
物
を
用
い
て
す
る
放
送
同
時
配
信
等
又
は
放
送
同
時
配
信
等
事
業
者
が
当
該
放
送
事
業
者
か
ら

放
送
番
組
の
供
給
を
受
け
て
す
る
放
送
同
時
配
信
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
放
送
事
業
者
等

に
対
し
当
該
放
送
同
時
配
信
等
に
係
る
報
酬
の
支
払
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
十
三
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
）

２

放
送
事
業
者
等
は
、
第
九
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
放
送
に
お
い
て
実
演
が
放
送
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
特

定
実
演
家
に
連
絡
を
行
う
こ
と
等
の
措
置
を
講
じ
て
も
な
お
特
定
実
演
家
と
連
絡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
契

約
に
別
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
そ
の
事
情
に
つ
き
、
文
化
庁
長
官
が
指
定
す
る
著
作
権
等
管
理
事
業
者
の
確
認
を
受

け
、
か
つ
、
当
該
著
作
権
等
管
理
事
業
者
に
補
償
金
を
支
払
う
こ
と
に
よ
り
、
当
該
実
演
の
放
送
同
時
配
信
等
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
十
四
条
第
一
項
関
係
）

六

放
送
同
時
配
信
等
に
お
け
る
商
業
用
レ
コ
ー
ド
に
録
音
さ
れ
て
い
る
実
演
及
び
商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
利
用
円
滑
化



１

放
送
事
業
者
等
は
商
業
用
レ
コ
ー
ド
に
録
音
さ
れ
て
い
る
実
演
（
著
作
権
等
管
理
事
業
者
に
よ
る
管
理
が
行
わ
れ
て

い
る
も
の
又
は
円
滑
な
許
諾
を
得
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
公
表
が
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
放
送
同

時
配
信
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
放
送
事
業
者
等
に
対
し
当
該
放
送
同
時
配
信
等
に
係
る
補

償
金
の
支
払
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
十
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
）

２

放
送
事
業
者
等
は
商
業
用
レ
コ
ー
ド
（
著
作
権
等
管
理
事
業
者
に
よ
る
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
又
は
円
滑
な
許

諾
を
得
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
公
表
が
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
用
い
て
放
送
同
時
配
信
等
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
当
該
放
送
事
業
者
等
に
対
し
放
送
同
時
配
信
等
に
係
る
補
償
金
の
支
払
を
求
め
る
こ

と
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
十
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
）

第
二

図
書
館
等
に
よ
る
著
作
物
等
の
公
衆
送
信
等
に
関
す
る
規
定
の
整
備

一

国
立
国
会
図
書
館
は
、
電
磁
的
記
録
を
作
成
し
て
い
る
絶
版
等
資
料
の
う
ち
、
三
月
以
内
に
絶
版
等
資
料
に
該
当
し
な

く
な
る
蓋
然
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
た
資
料
を
除
い
た
も
の
に
係
る
著
作
物
の
自
動
公
衆
送
信
を
、
あ
ら
か
じ
め
国
立
国

会
図
書
館
に
そ
の
氏
名
及
び
連
絡
先
等
の
情
報
（
利
用
者
情
報
）
を
登
録
し
て
い
る
者
（
事
前
登
録
者
）
の
用
に
供
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
、
当
該
自
動
公
衆
送
信
を
受
信
し
よ
う
と
す
る
者
が
事
前
登
録
者
で
あ
る
こ
と
を
識
別
す
る
た
め
の
措



置
を
講
じ
て
い
る
等
の
要
件
を
満
た
す
と
き
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
当
該
自
動
公
衆
送
信
を
受

信
し
た
者
は
、
当
該
著
作
物
を
自
ら
利
用
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
複
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
等
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
一
条
第
七
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
関
係
）

二

公
衆
送
信
に
関
す
る
業
務
を
適
正
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
図
書
館
等
（
特
定
図
書
館
等
）
は

、
あ
ら
か
じ
め
特
定
図
書
館
等
に
利
用
者
情
報
を
登
録
し
て
い
る
利
用
者
の
求
め
に
応
じ
、
そ
の
調
査
研
究
の
用
に
供
す

る
た
め
に
公
表
さ
れ
た
著
作
物
の
一
部
分
（
著
作
物
の
全
部
の
公
衆
送
信
が
著
作
権
者
の
利
益
を
不
当
に
害
し
な
い
と
認

め
ら
れ
る
特
別
な
事
情
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
そ
の
全
部
）
に
つ
い
て
公
衆
送
信
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
当
該
特
定
図
書
館
等
の
設
置
者
に
対
し
当
該
公
衆
送
信
に
係
る
補
償
金
の
支
払
を
求
め

る
こ
と
と
し
、
当
該
公
衆
送
信
を
受
信
し
た
特
定
図
書
館
等
の
利
用
者
に
お
い
て
は
、
そ
の
調
査
研
究
の
用
に
供
す
る
た

め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
当
該
著
作
物
を
複
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
一
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
関
係
）

第
三

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
の
一
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し



て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
、
第
二
の
二
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
放
送
同
時
配
信
等
の
実
施
状
況
、
著
作
隣
接
権
者
へ
の
報
酬
等

の
支
払
の
状
況
そ
の
他
の
放
送
同
時
配
信
等
に
お
け
る
著
作
物
等
の
利
用
円
滑
化
の
た
め
の
措
置
等
の
施
行
の
状
況
を
勘

案
し
、
放
送
同
時
配
信
等
に
お
け
る
著
作
物
等
の
公
正
な
利
用
及
び
著
作
権
者
等
の
適
正
な
利
益
の
確
保
に
資
す
る
施
策

の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
八
条
第
一
項
関
係
）

三

政
府
は
、
特
定
図
書
館
等
の
設
置
者
に
よ
る
図
書
館
等
公
衆
送
信
補
償
金
の
支
払
に
要
す
る
費
用
の
円
滑
か
つ
適
正
な

転
嫁
に
寄
与
す
る
た
め
、
図
書
館
等
公
衆
送
信
補
償
金
の
趣
旨
及
び
制
度
の
内
容
に
つ
い
て
、
国
民
に
周
知
を
図
り
、
そ

の
理
解
と
協
力
を
得
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
八
条
第
二
項
関
係
）

四

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


